
毎
週
火
・
金
曜
日
発
行
（
当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
、
休
日
の
翌
日
）

目

次

規

則

○
福
島
県
財
務
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

一

○
福
島
県
事
務
委
任
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

一

○
知
事
が
取
り
扱
う
個
人
情
報
の
保
護
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規

則

三

○
福
島
県
文
書
等
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

四

○
知
事
が
保
有
す
る
公
文
書
の
開
示
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

四

○
福
島
県
市
町
村
振
興
基
金
貸
付
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

四

○
福
島
県
環
境
創
造
セ
ン
タ
ー
条
例
施
行
規
則

五

○
福
島
県
理
容
師
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

一
二

○
福
島
県
美
容
師
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

一
五

○
福
島
県
農
業
倉
庫
業
法
施
行
細
則
を
廃
止
す
る
規
則

一
八

訓

令

○
職
員
の
駐
在
及
び
駐
在
員
の
服
務
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

一
八

○
福
島
県
職
員
服
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

一
八

○
福
島
県
公
文
例
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

二
一

福
島
県
公
安
委
員
会

○
福
島
県
公
安
委
員
会
及
び
福
島
県
警
察
本
部
長
が
取
り
扱
う
個
人
情
報
の
保
護

に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

二
一

福
島
県
監
査
委
員

○
福
島
県
監
査
委
員
が
取
り
扱
う
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改

正
す
る
規
程

二
三

福
島
県
人
事
委
員
会

○
福
島
県
人
事
委
員
会
が
取
り
扱
う
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を

改
正
す
る
規
則

二
三

○
職
員
の
給
与
の
支
給
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

二
四

○
職
務
に
専
念
す
る
義
務
を
免
除
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
を
定
め
る
件
の
一

部
を
改
正
す
る
件

二
五

福
島
県
労
働
委
員
会

○
福
島
県
労
働
委
員
会
が
取
り
扱
う
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を

改
正
す
る
規
則

二
五

規

則

福
島
県
財
務
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
、
福
島
県
事
務
委
任
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
、

知
事
が
取
り
扱
う
個
人
情
報
の
保
護
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
、
福
島
県
文
書
等
管

理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
、
知
事
が
保
有
す
る
公
文
書
の
開
示
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改

正
す
る
規
則
、
福
島
県
市
町
村
振
興
基
金
貸
付
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
、
福
島
県
環
境
創
造
セ

ン
タ
ー
条
例
施
行
規
則
、
福
島
県
理
容
師
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
、
福
島
県
美
容
師
法

施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
及
び
福
島
県
農
業
倉
庫
業
法
施
行
細
則
を
廃
止
す
る
規
則
を
こ
こ

に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
八
年
三
月
二
十
五
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

福
島
県
規
則
第
三
十
号

福
島
県
財
務
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

福
島
県
財
務
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
福
島
県
規
則
第
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
百
六
条
第
四
項
第
二
号
中
「
中
学
校
」
の
下
に
「
、
義
務
教
育
学
校
」
を
加
え
る
。

第
百
九
条
中
第
十
一
号
を
削
り
、
第
十
二
号
を
第
十
一
号
と
し
、
第
十
三
号
か
ら
第
二
十
二
号
ま
で

を
一
号
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。

第
二
百
三
十
五
条
第
一
項
中
「
年
二
・
九
パ
ー
セ
ン
ト
」
を
「
年
二
・
八
パ
ー
セ
ン
ト
」
に
改
め
る
。

第
二
百
四
十
四
条
第
二
項
中
「
前
条
第
二
項
」
を
「
前
条
第
三
項
」
に
改
め
る
。

第
二
百
四
十
九
条
第
一
項
中
第
三
号
を
削
り
、
第
四
号
を
第
三
号
と
し
、
第
五
号
を
第
四
号
と
す
る
。

別
表
第
一
中
「
福
島
県
原
子
力
等
立
地
地
域
振
興
事
務
所
」
を
「
福
島
県
ふ
た
ば
復
興
事
務
所
」
に

改
め
る
。

別
表
第
七
の
表
福
島
県
原
子
力
等
立
地
地
域
振
興
事
務
所
の
項
中
「
福
島
県
原
子
力
等
立
地
地
域
振

興
事
務
所
」
を
「
福
島
県
ふ
た
ば
復
興
事
務
所
」
に
改
め
、
同
表
福
島
県
教
育
庁
県
北
教
育
事
務
所
の

項
か
ら
福
島
県
教
育
庁
い
わ
き
教
育
事
務
所
の
項
ま
で
の
規
定
中
「
総
務
課
長
」
を
「
総
務
社
会
教
育

課
長
」
に
改
め
る
。

別
表
第
八
の
表
福
島
県
農
業
総
合
セ
ン
タ
ー
畜
産
研
究
所
養
鶏
分
場
の
項
及
び
福
島
県
小
玉
ダ
ム
管

理
事
務
所
の
項
を
削
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
入
札
監
理
課
）

福
島
県
規
則
第
三
十
一
号

───────────────────────────────────────────────────────────
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福
島
県
事
務
委
任
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

福
島
県
事
務
委
任
規
則
（
昭
和
四
十
四
年
福
島
県
規
則
第
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。第

二
条
の
三
の
見
出
し
を
「
（
臨
時
的
任
用
職
員
等
の
任
免
等
）
」
に
改
め
、
同
条
中
「
地
方
公
務

員
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
一
号
）
」
の
下
に
「
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
任
用

を
さ
れ
る
一
般
職
の
非
常
勤
の
職
員
の
任
免
に
関
す
る
事
務
及
び
同
法
」
を
加
え
る
。

第
三
条
第
一
項
第
二
十
六
号

中
「
協
力
要
請
」
の
下
に
「
（
地
方
振
興
局
長
の
委
任
事
項
に
係
る

(100)

も
の
に
限
る
。
）
」
を
加
え
、
同
号

を
同
号

と
し
、
同
号

を
同
号

と
し
、
同
号

を
同
号

(100)

(119)

(99)

(118)

(98)

(117)

と
し
、
同
号

を
同
号

と
し
、
同
号

を
同
号

と
し
、
同
号

の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

(97)

(116)

(96)

(114)

(114)

第
二
十
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
登
録

(115)
第
三
条
第
一
項
第
二
十
六
号
中

を

と
し
、

か
ら

ま
で
を

か
ら

ま
で
と
し
、

を

と

(95)

(113)

(74)

(94)

(92)

(112)

(73)

(90)

し
、

の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

(90)

第
十
五
条
の
二
の
六
第
三
項
で
準
用
す
る
第
九
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
の
受
理

(91)
第
三
条
第
一
項
第
二
十
六
号
中

を

と
し
、

か
ら

ま
で
を

か
ら

ま
で
と
し
、
同
号

中

(72)

(89)

(66)

(71)

(83)

(88)

(65)

「
第
十
五
条
の
二
の
五
」
を
「
第
十
五
条
の
二
の
五
第
一
項
」
に
改
め
、
同
号

を
同
号

と
し
、
同

(65)

(81)

号

の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

(81)

第
十
五
条
の
二
の
五
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
の
受
理

(82)
第
三
条
第
一
項
第
二
十
六
号
中

を

と
し
、

か
ら

ま
で
を

か
ら

ま
で
と
し
、

を

と

(64)

(80)

(55)

(63)

(71)

(79)

(54)

(69)

し
、

の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

(69)

第
十
四
条
の
五
第
三
項
で
準
用
す
る
第
七
条
の
二
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
の
受
理

(70)
第
三
条
第
一
項
第
二
十
六
号
中

を

と
し
、

の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

(53)

(67)

(67)

第
十
四
条
の
五
第
二
項
で
準
用
す
る
第
十
四
条
第
十
一
項
の
規
定
に
よ
る
条
件
の
付
加

(68)
第
三
条
第
一
項
第
二
十
六
号
中

を

と
し
、

の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

(52)

(65)

(65)

第
十
四
条
の
四
第
十
一
項
の
規
定
に
よ
る
条
件
の
付
加

(66)
第
三
条
第
一
項
第
二
十
六
号
中

を

と
し
、

を

と
し
、

を

と
し
、

を

と
し
、

の

(51)

(64)

(50)

(63)

(49)

(62)

(48)

(60)

(60)

次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

第
十
四
条
の
二
第
三
項
で
準
用
す
る
第
七
条
の
二
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
の
受
理

(61)
第
三
条
第
一
項
第
二
十
六
号

中
「
（
県
内
に
主
た
る
事
務
所
又
は
事
業
場
を
有
す
る
者
が
営
む
収

(47)

集
又
は
運
搬
の
業
に
限
る
。

、

及
び

か
ら

ま
で
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
を
削
り
、
同
号

を

(48)

(49)

(53)

(55)

(47)

同
号

と
し
、
同
号

の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

(58)

(58)

第
十
四
条
の
二
第
二
項
で
準
用
す
る
第
十
四
条
第
十
一
項
の
規
定
に
よ
る
条
件
の
付
加

(59)
第
三
条
第
一
項
第
二
十
六
号

中
「
営
む
業
に
限
る
。

」
を
「
営
む
収
集
又
は
運
搬
の
業
に
限
る
。

(46)

(52)

か
ら

ま
で
」
に
改
め
、
同
号

を
同
号

と
し
、
同
号

の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

(57)

(73)

(46)

(56)

(56)

第
十
四
条
第
十
一
項
の
規
定
に
よ
る
条
件
の
付
加

(57)
第
三
条
第
一
項
第
二
十
六
号
中

を

と
し
、

か
ら

ま
で
を

か
ら

ま
で
と
し
、

を

と

(45)

(55)

(31)

(44)

(41)

(54)

(30)

(31)

し
、

の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

(31)

第
九
条
の
三
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
協
議
及
び
同
意

(32)

第
九
条
の
三
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
の
受
理

(33)

第
九
条
の
三
の
三
第
三
項
で
準
用
す
る
第
九
条
の
三
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
計
画
の
変
更
及

(34)

び
廃
止
の
命
令

第
九
条
の
三
の
三
第
三
項
で
準
用
す
る
第
九
条
の
三
第
四
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
通
知

(35)

第
九
条
の
三
の
三
第
三
項
で
準
用
す
る
第
九
条
の
三
第
八
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
の
受
理

(36)

第
九
条
の
三
の
三
第
三
項
で
準
用
す
る
第
九
条
の
三
第
九
項
で
準
用
す
る
同
条
第
三
項
の
規

(37)
定
に
よ
る
計
画
の
変
更
及
び
廃
止
の
命
令

第
九
条
の
三
の
三
第
三
項
で
準
用
す
る
第
九
条
の
三
第
九
項
で
準
用
す
る
同
条
第
四
項
た
だ

(38)
し
書
の
規
定
に
よ
る
通
知

第
九
条
の
三
の
三
第
三
項
で
準
用
す
る
第
九
条
の
三
第
十
項
の
規
定
に
よ
る
改
善
及
び
使
用

(39)
の
停
止
の
命
令

第
九
条
の
三
の
三
第
三
項
で
準
用
す
る
第
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
の
受
理

(40)
第
三
条
第
一
項
第
二
十
六
号
中

を

と
し
、
⒄
か
ら

ま
で
を
⒅
か
ら

ま
で
と
し
、
同
号
⒃
中

(29)

(30)

(28)

(29)

「
第
九
条
の
二
」
を
「
第
九
条
の
二
第
一
項
」
に
改
め
、
同
号
⒃
を
同
号
⒄
と
し
、
同
号
⒂
の
次
に
次

の
よ
う
に
加
え
る
。

⒃

第
九
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
の
受
理

第
三
条
第
一
項
第
二
十
八
号
中
⑹
を
⑺
と
し
、
⑵
か
ら
⑸
ま
で
を
⑶
か
ら
⑹
ま
で
と
し
、
⑴
の
次
に

次
の
よ
う
に
加
え
る
。

⑵

第
五
条
の
十
の
三
の
規
定
に
よ
る
協
議
書
の
受
理

第
三
条
第
一
項
第
四
十
一
号
中
「
第
五
条
の
規
定
に
よ
る
届
出
書
の
受
理
」
を
「
の
施
行
に
関
す
る

次
に
掲
げ
る
こ
と
。
」
に
改
め
、
同
号
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

⑴

第
五
条
の
規
定
に
よ
る
届
出
書
の
受
理

⑵

第
六
条
の
規
定
に
よ
る
届
出
書
の
受
理

⑶

第
七
条
の
規
定
に
よ
る
届
出
書
の
副
本
及
び
添
付
書
類
の
縦
覧

⑷

第
九
条
の
規
定
に
よ
る
届
出
書
の
受
理

第
三
条
第
一
項
第
四
十
五
号
中

を

と
し
、

か
ら

ま
で
を

か
ら

ま
で
と
し
、

を

と

(32)

(46)

(23)

(31)

(37)

(45)

(22)

(35)

し
、

の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

(35)

第
六
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
破
砕
業
許
可
申
請
者
へ
の
通
知

(36)
第
三
条
第
一
項
第
四
十
五
号
中

を

と
し
、
⒇
を

と
し
、
⒆
を

と
し
、
⒅
を

と
し
、

の

(21)

(34)

(33)

(32)

(30)

(30)

次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

第
六
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
解
体
業
許
可
申
請
者
へ
の
通
知

(31)
第
三
条
第
一
項
第
四
十
五
号
中
⒄
を

と
し
、
⒃
を

と
し
、
⒂
を

と
し
、
⒁
を

と
し
、

の

(29)

(28)

(27)

(25)

(25)

次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

第
五
十
八
条
第
二
項
で
準
用
す
る
第
五
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
フ
ロ
ン
類
回
収
業
者

(26)
へ
の
通
知

第
三
条
第
一
項
第
四
十
五
号
中
⒀
を

と
し
、

の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

(23)

(23)

第
五
十
七
条
第
三
項
で
準
用
す
る
第
五
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
フ
ロ
ン
類
回
収
業
者

(24)
へ
の
通
知

第
三
条
第
一
項
第
四
十
五
号
中
⑿
を

と
し
、
⑾
を
⒄
と
し
、
⒄
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

(22)

⒅

第
五
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
フ
ロ
ン
類
回
収
業
者
登
録
簿
へ
の
登
録

⒆

第
五
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
フ
ロ
ン
類
回
収
業
登
録
申
請
者
へ
の
通
知

───────────────────────────────────────────────────────────
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⒇

第
五
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
登
録
の
拒
否

第
五
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
フ
ロ
ン
類
回
収
業
登
録
申
請
者
へ
の
通
知

(21)
第
三
条
第
一
項
第
四
十
五
号
中
⑽
を
⒂
と
し
、
⒂
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

⒃

第
五
十
一
条
第
二
項
で
準
用
す
る
第
四
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
引
取
業
者
へ
の
通
知

第
三
条
第
一
項
第
四
十
五
号
中
⑼
を
⒁
と
し
、
⑻
を
⒀
と
し
、
⑺
を
⑿
と
し
、
⑹
を
⑽
と
し
、
⑽
の

次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

⑾

第
四
十
六
条
第
三
項
で
準
用
す
る
第
四
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
引
取
業
登
録
申
請
者

へ
の
通
知

第
三
条
第
一
項
第
四
十
五
号
中
⑸
を
⑼
と
し
、
⑷
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

⑸

第
四
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
引
取
業
者
登
録
簿
へ
の
登
録

⑹

第
四
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
引
取
業
登
録
申
請
者
へ
の
通
知

⑺

第
四
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
登
録
の
拒
否

⑻

第
四
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
引
取
業
登
録
申
請
者
へ
の
通
知

第
三
条
第
二
項
中
「
、

か
ら

ま
で
、
第
五
号
、
第
十
号
⑴
及
び
⑵
並
び
に
第
十
四
号
⑸
及
び
⑽
」

(26)

(34)

を
「
及
び

か
ら

ま
で
、
第
五
号
⑵
並
び
に
第
十
号
⑵
」
に
改
め
る
。

(26)

(37)

第
四
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
環
境
創
造
セ
ン
タ
ー
所
長
へ
の
委
任
）

第
四
条

次
に
掲
げ
る
事
務
は
、
福
島
県
環
境
創
造
セ
ン
タ
ー
所
長
に
委
任
す
る
。

一

福
島
県
環
境
創
造
セ
ン
タ
ー
条
例
（
平
成
二
十
七
年
福
島
県
条
例
第
百
十
五
号
）
の
施
行
に
関

す
る
次
に
掲
げ
る
こ
と
。

⑴

第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
使
用
の
承
認

⑵

第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
条
件
の
付
加

⑶

第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
承
認
の
取
消
し
等
の
処
分
及
び
使
用
の
中
止
命
令

⑷

第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
承
認
の
取
消
し
等
の
処
分
及
び
使
用
の
中
止
命
令

⑸

第
八
条
の
規
定
に
よ
る
使
用
料
の
免
除

⑹

第
十
二
条
第
五
号
の
規
定
に
よ
る
遵
守
事
項
の
指
示

⑺

第
十
三
条
の
規
定
に
よ
る
入
館
拒
否
等
の
処
分

二

福
島
県
環
境
創
造
セ
ン
タ
ー
条
例
施
行
規
則
（
平
成
二
十
八
年
福
島
県
規
則
第
三
十
六
号
）
の

施
行
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
こ
と
。

⑴

第
二
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
臨
時
の
休
館
及
び
開
館
の
決
定

⑵

第
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
臨
時
の
開
館
時
間
変
更
の
決
定

⑶

第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
書
の
受
理

⑷

第
四
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
承
認

⑸

第
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
承
認
書
の
交
付

⑹

第
四
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
不
承
認
の
通
知

⑺

第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
書
の
受
理

⑻

第
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
承
認
書
の
交
付

⑼

第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
不
承
認
の
通
知

⑽

第
六
条
の
規
定
に
よ
る
承
認
書
の
提
示
の
請
求

⑾

第
七
条
の
規
定
に
よ
る
承
認
の
取
消
し
等
の
通
知

⑿

第
八
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
承
認

⒀

第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
納
入
日
の
指
定

⒁

第
九
条
の
規
定
に
よ
る
申
請
書
の
受
理

⒂

第
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
書
の
受
理

⒃

第
十
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
使
用
料
返
還
の
可
否
の
決
定
及
び
通
知

⒄

第
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
届
出
の
受
理

⒅

第
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
報
告
の
受
理
及
び
確
認

第
五
条
第
十
号
の
二
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

十
の
二

削
除

第
六
条
第
十
八
号
⑸
中
「
第
三
十
二
条
の
三
第
三
項
」
を
「
第
三
十
二
条
第
三
項
」
に
改
め
、
同
号

⑸
を
同
号
⑾
と
し
、
同
号
中
⑷
を
⑽
と
し
、
⑶
を
⑼
と
し
、
⑵
を
⑺
と
し
、
⑺
の
次
に
次
の
よ
う
に
加

え
る
。⑻

第
二
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
書
の
受
付

第
六
条
第
十
八
号
中
⑴
を
⑹
と
し
、
⑹
の
前
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

⑴

第
十
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
事
務

⑵

第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
業
務

⑶

第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
連
絡
調
整
及
び
協
力
援
助

⑷

第
十
九
条
の
三
の
規
定
に
よ
る
連
絡
調
整

⑸

第
十
九
条
の
四
の
規
定
に
よ
る
報
告
の
徴
収

第
七
条
第
一
号
⑼
中
「
第
二
十
八
条
第
四
項
」
を
「
第
二
十
八
条
第
三
項
」
に
改
め
る
。

第
十
一
条
第
一
項
第
二
号
を
削
り
、
同
項
第
一
号
の
二
を
同
項
第
二
号
と
す
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
行
政
経
営
課
）

福
島
県
規
則
第
三
十
二
号

知
事
が
取
り
扱
う
個
人
情
報
の
保
護
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

知
事
が
取
り
扱
う
個
人
情
報
の
保
護
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
七
年
福
島
県
規
則
第
一
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
第
一
号
ア
中
「
運
転
免
許
証
」
を
「
個
人
番
号
カ
ー
ド
、
運
転
免
許
証
」
に
改
め
、
同
条
第

三
号
中
「
当
該
代
理
人
に
係
る
」
の
下
に
「
個
人
番
号
カ
ー
ド
又
は
」
を
加
え
る
。

第
十
条
第
二
項
中
「
福
島
県
報
に
公
告
」
を
「
公
表
」
に
改
め
る
。

「

「

１
運
転
免
許
証

２
旅
券

様
式
第
二
号
中

を

３
そ
の
他

（

）

」

１
個
人
番
号
カ

ド
２

運
転
免
許
証

３
旅
券

ー
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に
改
め
、
同
様
式
注
３
中
「運

４
そ
の
他

（

）

」

転
免
許
証

」
を
「個

人
番
号
カ

ド
運
転
免
許
証

」
に
改
め
、
同
様
式
注
５
中
「書

類

（
」
の
次
に

ー
、

「個
人
番
号
カ

ド
又
は

」
を
加
え
る
。

ー

「

「

１
運
転
免
許
証

２
旅
券

様
式
第
三
号
中

を

３
そ
の
他

（

）

」

１
個
人
番
号
カ

ド
２

運
転
免
許
証

３
旅
券

ー

に
改
め
、
同
様
式
注
２
中
「運

４
そ
の
他

（

）

」

転
免
許
証

」
を
「個

人
番
号
カ

ド
運
転
免
許
証

」
に
改
め
、
同
様
式
注
４
中
「書
類

（
」
の
次
に

ー
、

「個
人
番
号
カ

ド
又
は

」
を
加
え
る
。

ー

「

「

１
運
転
免
許
証

２
旅
券

様
式
第
四
号
中

を

３
そ
の
他

（

）

」

１
個
人
番
号
カ

ド
２

運
転
免
許
証

３
旅
券

ー

に
改
め
、
同
様
式
注
３
中
「運

４
そ
の
他

（

）

」

転
免
許
証

」
を
「個

人
番
号
カ

ド
運
転
免
許
証

」
に
改
め
、
同
様
式
注
５
中
「書

類

（
」
の
次
に

ー
、

「個
人
番
号
カ

ド
又
は

」
を
加
え
る
。

ー

様
式
第
五
号
注
２
及
び
様
式
第
六
号
注
２
中
「運

転
免
許
証

」
を
「個

人
番
号
カ

ド
運
転
免
許

ー
、

証

」
に
改
め
る
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
提
出
さ
れ
て
い
る
改
正
前
の
知
事
が
取
り
扱
う
個
人
情
報
の
保
護
等

に
関
す
る
規
則
（
以
下
「
改
正
前
の
規
則
」
と
い
う
。
）
様
式
第
二
号
に
よ
る
自
己
情
報
開
示
請
求

書
、
改
正
前
の
規
則
様
式
第
三
号
に
よ
る
自
己
情
報
訂
正
請
求
書
及
び
改
正
前
の
規
則
様
式
第
四
号

に
よ
る
自
己
情
報
利
用
停
止
請
求
書
は
、
そ
れ
ぞ
れ
改
正
後
の
知
事
が
取
り
扱
う
個
人
情
報
の
保
護

等
に
関
す
る
規
則
（
以
下
「
改
正
後
の
規
則
」
と
い
う
。
）
様
式
第
二
号
に
よ
る
自
己
情
報
開
示
請

求
書
、
改
正
後
の
規
則
様
式
第
三
号
に
よ
る
自
己
情
報
訂
正
請
求
書
及
び
改
正
後
の
規
則
様
式
第
四

号
に
よ
る
自
己
情
報
利
用
停
止
請
求
書
と
み
な
す
。

３

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
作
成
さ
れ
て
い
る
改
正
前
の
規
則
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
用
紙
は
、

所
要
の
調
整
を
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
文
書
法
務
課
）

福
島
県
規
則
第
三
十
三
号

福
島
県
文
書
等
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

福
島
県
文
書
等
管
理
規
則
（
平
成
十
二
年
福
島
県
規
則
第
百
六
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

第
二
条
第
九
号
中
「
課
の
長
」
の
下
に
「
、
行
政
組
織
規
則
第
二
十
三
条
に
規
定
す
る
東
京
オ
リ
ン

ピ
ッ
ク
・
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
担
当
課
長
」
を
加
え
、
「
第
二
十
三
条
」
を
「
第
二
十
三
条
の
二
」
に
、

「
第
二
十
三
条
の
二
」
を
「
第
二
十
三
条
の
三
」
に
、
「
第
二
十
三
条
の
三
」
を
「
第
二
十
三
条
の
四
」

に
改
め
る
。

別
表
第
二
企
画
調
整
部
の
項
中
「
福
島
県
原
子
力
等
立
地
地
域
振
興
事
務
所
（
原
振
）
」
を
「
福
島

県
ふ
た
ば
復
興
事
務
所
（
ふ
た
ば
復
）
」
に
改
め
、
同
表
農
林
水
産
部
の
項
中
「
福
島
県
農
業
総
合
セ

ン
タ
ー
畜
産
研
究
所
（
農
セ
畜
）

福
島
県
農
業
総
合
セ
ン
タ
ー
畜
産
研
究
所
養
鶏
分
場
（
農
セ
畜

鶏
）
」
を
「
福
島
県
農
業
総
合
セ
ン
タ
ー
畜
産
研
究
所
（
農
セ
畜
）
」
に
改
め
、
同
表
土
木
部
の
項
中

「
福
島
県
鮫
川
水
系
ダ
ム
管
理
事
務
所
（
鮫
ダ
ム
）

福
島
県
小
玉
ダ
ム
管
理
事
務
所
（
小
ダ
ム
）
」

を
「
福
島
県
鮫
川
水
系
ダ
ム
管
理
事
務
所
（
鮫
ダ
ム
）
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
文
書
法
務
課
）

福
島
県
規
則
第
三
十
四
号

知
事
が
保
有
す
る
公
文
書
の
開
示
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

知
事
が
保
有
す
る
公
文
書
の
開
示
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
二
年
福
島
県
規
則
第
百
六
十
二
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
三
条
第
二
項
中
「
福
島
県
報
に
公
告
」
を
「
公
表
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
文
書
法
務
課
）

福
島
県
規
則
第
三
十
五
号

福
島
県
市
町
村
振
興
基
金
貸
付
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

福
島
県
市
町
村
振
興
基
金
貸
付
規
則
（
昭
和
六
十
三
年
福
島
県
規
則
第
三
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

第
九
条
第
二
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

２

前
項
に
規
定
す
る
償
還
は
、
福
島
県
財
務
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
福
島
県
規
則
第
十
七
号
）
第
五

十
条
に
規
定
す
る
納
入
通
知
書
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

様
式
第
四
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

様
式
第
４
号

削
除

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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（
市
町
村
財
政
課
）

福
島
県
規
則
第
三
十
六
号

福
島
県
環
境
創
造
セ
ン
タ
ー
条
例
施
行
規
則

（
趣
旨
）

第
一
条

こ
の
規
則
は
、
福
島
県
環
境
創
造
セ
ン
タ
ー
条
例
（
平
成
二
十
七
年
福
島
県
条
例
第
百
十
五

号
。
以
下
「
条
例
」
と
い
う
。
）
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

（
休
館
日
）

第
二
条

福
島
県
環
境
創
造
セ
ン
タ
ー
（
以
下
「
環
境
創
造
セ
ン
タ
ー
」
と
い
う
。
）
の
休
館
日
は
、

次
に
掲
げ
る
日
と
す
る
。

一

月
曜
日
（
月
曜
日
が
国
民
の
祝
日
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
七
十
八
号
）
第

三
条
に
規
定
す
る
休
日
（
以
下
「
休
日
」
と
い
う
。
）
に
当
た
る
と
き
は
、
そ
の
日
後
で
そ
の
日

に
最
も
近
い
休
日
で
な
い
日
。
次
項
第
一
号
に
お
い
て
同
じ
。
）

二

一
月
一
日
か
ら
同
月
三
日
ま
で
及
び
十
二
月
二
十
九
日
か
ら
同
月
三
十
一
日
ま
で
（
前
号
に
掲

げ
る
日
を
除
く
。
）

２

条
例
第
三
条
に
規
定
す
る
野
生
生
物
共
生
セ
ン
タ
ー
及
び
猪
苗
代
水
環
境
セ
ン
タ
ー
の
休
館
日
は
、

次
に
掲
げ
る
日
と
す
る
。

一

月
曜
日

二

一
月
一
日
か
ら
同
月
三
日
ま
で
及
び
十
二
月
二
十
九
日
か
ら
同
月
三
十
一
日
ま
で
の
期
間
内
の

日
（
前
号
に
掲
げ
る
日
を
除
く
。
）

３

知
事
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
環
境
創
造
セ
ン
タ
ー
の
全
部
又
は
一
部
に
つ
い
て
、

臨
時
に
休
館
し
、
又
は
臨
時
に
開
館
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
開
館
時
間
）

第
三
条

環
境
創
造
セ
ン
タ
ー
の
開
館
時
間
は
、
午
前
九
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で
と
す
る
。

２

知
事
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
臨
時
に
前
項
の
開
館
時
間
を
変
更
す
る
こ
と
が
で
き

る
。

（
使
用
の
承
認
の
申
請
の
手
続
等
）

第
四
条

条
例
第
五
条
第
一
項
前
段
の
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
環
境
創
造
セ
ン
タ
ー
使
用
承

認
申
請
書
（
様
式
第
一
号
）
を
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
環
境
創
造
セ
ン
タ
ー
使
用
承
認
申
請
書
は
、
使
用
を
開
始
す
る
日
（
以
下
「
使
用
開
始
日
」

と
い
う
。
）
の
三
月
前
の
日
か
ら
受
け
付
け
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
知
事
が
特
に
必
要
と
認
め

る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

３

知
事
は
、
条
例
第
五
条
第
一
項
前
段
の
承
認
を
し
た
と
き
は
、
当
該
承
認
を
申
請
し
た
者
に
対
し
、

環
境
創
造
セ
ン
タ
ー
使
用
承
認
書
（
様
式
第
二
号
）
を
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。

４

知
事
は
、
条
例
第
五
条
第
一
項
前
段
の
承
認
を
し
な
い
と
き
は
、
当
該
承
認
を
申
請
し
た
者
に
対

し
、
そ
の
旨
及
び
そ
の
理
由
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
承
認
事
項
の
変
更
の
手
続
等
）

第
五
条

条
例
第
五
条
第
一
項
後
段
の
規
定
に
よ
る
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
環
境
創
造
セ
ン

タ
ー
使
用
変
更
承
認
申
請
書
（
様
式
第
三
号
）
に
前
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
交
付
を
受
け
た
環
境

創
造
セ
ン
タ
ー
使
用
承
認
書
を
添
え
て
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

知
事
は
、
条
例
第
五
条
第
一
項
後
段
の
規
定
に
よ
る
承
認
を
し
た
と
き
は
、
当
該
承
認
を
申
請
し

た
者
に
対
し
、
環
境
創
造
セ
ン
タ
ー
使
用
変
更
承
認
書
（
様
式
第
二
号
）
を
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。

３

知
事
は
、
条
例
第
五
条
第
一
項
後
段
の
規
定
に
よ
る
承
認
を
し
な
い
と
き
は
、
当
該
承
認
を
申
請

し
た
者
に
対
し
、
そ
の
旨
及
び
そ
の
理
由
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
使
用
承
認
書
の
携
帯
等
）

第
六
条

条
例
第
五
条
第
一
項
前
段
の
承
認
を
受
け
た
者
又
は
同
項
後
段
の
規
定
に
よ
る
承
認
を
受
け

た
者
（
以
下
「
使
用
者
」
と
い
う
。
）
は
、
環
境
創
造
セ
ン
タ
ー
を
使
用
す
る
と
き
は
、
環
境
創
造

セ
ン
タ
ー
使
用
承
認
書
又
は
環
境
創
造
セ
ン
タ
ー
使
用
変
更
承
認
書
を
携
帯
し
、
知
事
の
請
求
が
あ
っ

た
と
き
は
、
こ
れ
を
提
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
使
用
の
承
認
の
取
消
し
等
の
手
続
）

第
七
条

知
事
は
、
条
例
第
六
条
の
規
定
に
よ
る
使
用
の
承
認
の
取
消
し
等
を
行
う
と
き
は
、
使
用
者

に
対
し
、
そ
の
旨
及
び
そ
の
理
由
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
使
用
料
の
納
入
時
期
）

第
八
条

使
用
者
は
、
使
用
の
承
認
を
受
け
た
日
か
ら
二
十
四
日
以
内
に
当
該
承
認
に
係
る
使
用
料
を

納
入
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
知
事
が
相
当
の
理
由
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
こ
の
限

り
で
な
い
。

２

使
用
者
は
、
使
用
の
承
認
の
内
容
の
変
更
に
よ
り
既
に
納
入
し
た
使
用
料
の
額
が
変
更
後
の
使
用

料
の
額
に
不
足
す
る
と
き
は
、
そ
の
不
足
額
を
知
事
の
指
定
す
る
日
ま
で
に
納
入
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

（
使
用
料
の
免
除
の
手
続
）

第
九
条

条
例
第
八
条
の
規
定
に
よ
る
使
用
料
の
免
除
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
第
四
条
第
一
項
の

環
境
創
造
セ
ン
タ
ー
使
用
承
認
申
請
書
の
提
出
の
際
併
せ
て
知
事
が
別
に
定
め
る
申
請
書
を
知
事
に

提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
使
用
料
の
返
還
及
び
手
続
）

第
十
条

条
例
第
九
条
た
だ
し
書
の
規
則
で
定
め
る
場
合
及
び
当
該
場
合
に
返
還
す
る
使
用
料
の
額
は
、

次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

条
例
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
処
分
等
又
は
使
用
者
の
責
め
に
帰
す
る
こ
と
の
で
き
な
い

事
由
に
よ
り
環
境
創
造
セ
ン
タ
ー
の
施
設
を
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
場
合

当
該
処

分
等
に
よ
り
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
施
設
に
係
る
使
用
料
の
全
額

二

使
用
料
の
全
額
を
納
入
し
た
使
用
者
か
ら
使
用
開
始
日
の
五
日
前
ま
で
に
第
十
一
条
の
規
定
に

よ
る
届
出
が
あ
っ
た
場
合

納
入
さ
れ
た
使
用
料
の
額
に
百
分
の
七
十
を
乗
じ
て
得
た
額

２

使
用
料
の
返
還
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
環
境
創
造
セ
ン
タ
ー
使
用
料
返
還
申
請
書
（
様
式
第

四
号
）
を
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

知
事
は
、
前
項
の
環
境
創
造
セ
ン
タ
ー
使
用
料
返
還
申
請
書
の
提
出
が
あ
っ
た
と
き
は
、
使
用
料

の
返
還
の
可
否
を
決
定
し
、
そ
の
旨
を
環
境
創
造
セ
ン
タ
ー
使
用
料
返
還
通
知
書
（
様
式
第
五
号
）

に
よ
り
環
境
創
造
セ
ン
タ
ー
使
用
料
返
還
申
請
書
を
提
出
し
た
者
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

（
使
用
の
取
り
や
め
）

第
十
一
条

使
用
者
は
、
使
用
の
承
認
又
は
使
用
の
変
更
の
承
認
に
係
る
使
用
を
取
り
や
め
よ
う
と
す
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る
と
き
は
、
速
や
か
に
書
面
で
そ
の
旨
を
知
事
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
原
状
回
復
後
の
報
告
）

第
十
二
条

使
用
者
は
、
条
例
第
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
原
状
に
回
復
し
た
と
き
は
、
そ
の
旨
を
知
事

に
報
告
し
、
そ
の
確
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
委
任
）

第
十
三
条

こ
の
規
則
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
環
境
創
造
セ
ン
タ
ー
の
管
理
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、

知
事
が
別
に
定
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
条
例
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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様 式 第 １ 号 （ 第 ４ 条 関 係 ）

※受付年月日 年 月 日 ※受付番号 第 号 ※承認番号 第 号

環境創造センター使用承認申請書
年 月 日

福島県知事
申請者 住 所 又 は 所 在 地

氏名又は名称及び
代 表 者 の 氏 名 ㊞
（ 電 話 番 号 ）

次のとおり環境創造センターを使用したいので申請します。

催 し の 名 称

使 用 の 目 的
（ 催 し の 内 容 ）

使 用 す る 施 設 の 名 称 使 用 年 月 日 使 用 時 間

年 月 日 時から 時まで

使 用 す る 設 備 の 名 称 設 備 の 使 用 の 有 無 使 用 時 間

冷 暖 房 設 備 有 ・ 無 時から 時まで

音 響 設 備 有 ・ 無 時から 時まで

映 像 設 備 有 ・ 無 時から 時まで

同 時 通 訳 設 備 有 ・ 無 時から 時まで

同 時 通 訳 無 線 受 信 機 有（ 個）・ 無 時から 時まで

営 利 目 的 の 有 無 有・無

入 場 料 徴 収 の 有 無 有・無

入 場 予 定 者 数 延べ入場者数（約 人） １日最大入場者数（約 人）

案 内 表 示 必要・不要 （表示内容）

使 用 所 属 名

責 任 役 職 ・ 氏 名

者 電 話 番 号

そ の 他 参 考 事 項

※ 使 用 承 認 の 条 件

※ 受 付 者 ※使用料合計 円

備考
１ ※印の欄は、記入しないでください。
２ 「入場料徴収の有無」とは、入場料、会費等の名称のいかんを問わず入場の対価とし
ての金銭の徴収の有無をいいます。

３ 使用時間は、準備及び撤去の時間を含めて記載してください。
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様 式 第 ２ 号 （ 第 ４ 条 、 第 ５ 条 関 係 ）

環境創造センター使用（使用変更）承認書

承認年月日 年 月 日 承認番号 第 号

申
住 所 又 は 所 在 地

請
電話番号

者 氏名又は名称及び
代 表 者 の 氏 名

催 し の 名 称

使 用 の 目 的
（ 催 し の 内 容 ）

使 用 す る 施 設 の 名 称 使 用 年 月 日 使 用 時 間

年 月 日 時から 時まで

使 用 す る 設 備 の 名 称 設 備 の 使 用 の 有 無 使 用 時 間

冷 暖 房 設 備 有 ・ 無 時から 時まで

音 響 設 備 有 ・ 無 時から 時まで

映 像 設 備 有 ・ 無 時から 時まで

同 時 通 訳 設 備 有 ・ 無 時から 時まで

同 時 通 訳 無 線 受 信 機 有（ 個）・無 時から 時まで

営 利 目 的 の 有 無 有・無

入 場 料 徴 収 の 有 無 有・無

入 場 予 定 者 数 延べ入場者数（約 人） １日最大入場者数（約 人）

使 用 （ 使 用 変 更 ）
承 認 の 条 件

使 用 料 合 計 金 額 円

備考 この承認書は、他人に譲渡し、又は貸与しないでください。

上記のとおり環境創造センターの使用（使用変更）を承認します。

福島県知事 □印



平成28年３月25日 金曜日 福 島 県 報 号外第22号9

───────────────────────────────────────────────────────────

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
様 式 第 ３ 号 （ 第 ５ 条 関 係 ）

※受付年月日 年 月 日 ※受付番号 第 号 ※承認番号 第 号

環境創造センター使用変更承認申請書
年 月 日

福島県知事
申請者 住 所 又 は 所 在 地

氏名又は名称及び
代 表 者 の 氏 名 ㊞
（ 電 話 番 号 ）

次のとおり環境創造センターの使用承認事項を変更したいので申請します。

当初使用承認年月日 年 月 日 承認番号 第 号

催 し の 名 称

使 用 の 目 的

（ 催 し の 内 容 ）

使 用 す る 施 設 の 名 称 使 用 年 月 日 使 用 時 間

年 月 日 時から 時まで

使 用 す る 設 備 の 名 称 設 備 の 使 用 の 有 無 使 用 時 間

冷 暖 房 設 備 有 ・ 無 時から 時まで

音 響 設 備 有 ・ 無 時から 時まで

映 像 設 備 有 ・ 無 時から 時まで

同 時 通 訳 設 備 有 ・ 無 時から 時まで

同 時 通 訳 無 線 受 信 機 有（ 個）・ 無 時から 時まで

営 利 目 的 の 有 無 有・無

入 場 料 徴 収 の 有 無 有・無

入 場 予 定 者 数 延べ入場者数（約 人） １日最大入場者数（約 人）

案 内 表 示 必要・不要 （表示内容）

使 用 所 属 名

責 任 役 職 ・ 氏 名

者 電 話 番 号

そ の 他 参 考 事 項

※ 使 用 承 認 の 条 件

※受 付 者 ※使用料合計 円

備考
１ ※印の欄は、記入しないでください。
２ 変更がある事項のみ記入してください。
３ 交付済みの使用（使用変更）承認書を添付してください。



平成28年３月25日 金曜日 福 島 県 報 号外第22号 10

───────────────────────────────────────────────────────────

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
様 式 第 ４ 号 （ 第 10条 関 係 ）

※受付年月日 年 月 日 ※受付番号 第 号 ※決定番号 第 号

環境創造センター使用料返還申請書
年 月 日

福島県知事
申請者 住 所 又 は 所 在 地

氏名又は名称及び
代 表 者 の 氏 名 ㊞
（ 電 話 番 号 ）

次のとおり環境創造センターの使用料の返還を申請します。

使 用 承 認 年 月 日 年 月 日 承 認 番 号 第 号

催 し の 名 称

使 用 の 目 的
（ 催 し の 内 容 ）

返 還 申 請 理 由

既 納 使 用 料 円 使用料納入年月日 年 月 日

金融機関名 支 店 名
返 還 金 振 込 先 預 金 種 別 口座番号

口座名義人

使 用 料 返 還 の 根 拠 返 還 率 返 還 金 額

※ 円 ※ ※ ※ 円

備考 ※印の欄は、記入しないでください。



平成28年３月25日 金曜日 福 島 県 報 号外第22号11

───────────────────────────────────────────────────────────

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
様式第５号（第10条関係）

環境創造センター使用料返還通知書

承認年月日 年 月 日 承認番号 第 号

申
住 所 又 は 所 在 地

請
電話番号

者 氏名又は名称及び
代 表 者 の 氏 名

使 用 承 認 年 月 日 年 月 日 承認番号 第 号

催 し の 名 称

使 用 の 目 的
（ 催 し の 内 容 ）

返還の理由
決 定 内 容

返 還 額

年 月 日付けで申請のありました環境創造センター使用料の返還につき
ましては、上記のとおり決定しましたので通知します。

福島県知事 □印



平成28年３月25日 金曜日 福 島 県 報 号外第22号 12

───────────────────────────────────────────────────────────

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

（
水
・
大
気
環
境
課
環
境
創
造
セ
ン
タ
ー
整
備
推
進
室
）

福
島
県
規
則
第
三
十
七
号

福
島
県
理
容
師
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

福
島
県
理
容
師
法
施
行
細
則
（
昭
和
四
十
四
年
福
島
県
規
則
第
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

第
三
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
洗
髪
設
備
を
設
け
な
く
と
も
衛
生
上
支
障
が
な
い
理
容
所
）

第
三
条

条
例
第
五
条
第
六
号
の
規
則
で
定
め
る
理
容
所
は
、
次
の
各
号
の
全
て
に
該
当
す
る
理
容
所

と
す
る
。

一

頭
髪
の
刈
込
み
を
行
わ
な
い
理
容
所

二

頭
髪
に
係
る
パ
ー
マ
ネ
ン
ト
ウ
ェ
ー
ブ
を
行
わ
な
い
理
容
所

三

頭
髪
に
係
る
染
毛
を
行
わ
な
い
理
容
所

様
式
第
三
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



平成28年３月25日 金曜日 福 島 県 報 号外第22号13

───────────────────────────────────────────────────────────

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
様 式 第 ３ 号 （ 第 ２ 条 関 係 ）

年 月 日

福 島 県 知 事

開 設 者 住 所

氏 名 ㊞

法 人 に あ つ て は 、 主 た る 事 務 所 の

所 在 地 、 名 称 及 び 代 表 者 氏 名

理 容 所 開 設 届

下 記 の と お り 理 容 所 を 開 設 し た い の で 、 理 容 師 法 （ 昭 和 22年 法 律 第 234号 ） 第 11

条 第 １ 項 の 規 定 に よ り 届 け 出 ま す 。

記

理 容 所
名 称 電 話

所 在 地

開 設 者 氏 名
登録（免許証）番号 備 考

年 月 日 生 第 号

氏 名 年 月 日 生

管 理 理 容 師
住 所

登録（免許証）番号 備 考

第 号

面 積 作 業 所 消 毒 所

m2 m2

構 造 設 備 の 理容いす 台
概 要

主 な

理容器具

氏 名 生 年 月 日 登録（免許証）番号 備 考

第 号

理 容 師 そ の 第 号

他 の 従 業 員 第 号

第 号

第 号

開 設 予 定

年 月 日
年 月 日

重 複 開 設
有 ・ 無

の 有 無
美 容 所 の 名 称

開設（予定）年月日 年 月 日



平成28年３月25日 金曜日 福 島 県 報 号外第22号 14

備 考

１ こ の 届 出 書 に は 、 次 に 掲 げ る 書 類 を 添 付 す る こ と 。

⑴ 開 設 者 が 法 人 で あ る と き は 、 当 該 法 人 の 登 記 事 項 証 明 書

⑵ 構 造 設 備 の 概 要 を 明 ら か に し た 平 面 図 （ 方 位 、 作 業 所 、 待 合 所 、 消 毒 所 、

理 容 い す 、 縮 尺 等 を 明 示 し た も の ）

⑶ 理 容 師 の 結 核 及 び 皮 膚 疾 患 の 有 無 に 関 す る 医 師 の 診 断 書

⑷ 理 容 師 法 第 11条 の ４ 第 １ 項 に 規 定 す る 理 容 所 を 開 設 す る 場 合 に あ つ て は 、

管 理 理 容 師 が 同 条 第 ２ 項 の 規 定 に 該 当 す る こ と を 証 す る 書 類

２ 開 設 者 が 外 国 人 で あ る と き は 、 住 民 票 の 写 し （ 住 民 基 本 台 帳 法 （ 昭 和 42年 法

律 第 81号 ） 第 30条 の 45に 規 定 す る 国 籍 等 を 記 載 し た も の に 限 る 。 ） を 添 え る こ

と 。

３ 理 容 所 と 同 一 の 場 所 で 美 容 所 （ 美 容 師 法 （ 昭 和 32年 法 律 第 16 3号 ） 第 ２ 条 第

３ 項 に 規 定 す る 美 容 所 を い う 。 ） の 重 複 開 設 が 認 め ら れ る 場 合 は 、 全 て の 理 容

師 が 美 容 師 免 許 を 取 得 し て い る 場 合 に 限 る 。

───────────────────────────────────────────────────────────

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━



平成28年３月25日 金曜日 福 島 県 報 号外第22号15

───────────────────────────────────────────────────────────

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
作
成
さ
れ
て
い
る
改
正
前
の
福
島
県
理
容
師
法
施
行
細
則
に
定
め
る

様
式
に
よ
る
用
紙
は
、
所
要
の
調
整
を
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
食
品
生
活
衛
生
課
）

福
島
県
規
則
第
三
十
八
号

福
島
県
美
容
師
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

福
島
県
美
容
師
法
施
行
細
則
（
昭
和
四
十
四
年
福
島
県
規
則
第
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

第
三
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
洗
髪
設
備
を
設
け
な
く
と
も
衛
生
上
支
障
が
な
い
美
容
所
）

第
三
条

条
例
第
五
条
第
六
号
の
規
則
で
定
め
る
美
容
所
は
、
次
の
各
号
の
全
て
に
該
当
す
る
美
容
所

と
す
る
。

一

頭
髪
を
切
る
行
為
を
行
わ
な
い
美
容
所

二

頭
髪
に
係
る
パ
ー
マ
ネ
ン
ト
ウ
ェ
ー
ブ
を
行
わ
な
い
美
容
所

三

頭
髪
に
係
る
結
髪
を
行
わ
な
い
美
容
所

四

頭
髪
に
係
る
染
毛
を
行
わ
な
い
美
容
所

様
式
第
三
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



平成28年３月25日 金曜日 福 島 県 報 号外第22号 16

───────────────────────────────────────────────────────────

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
様 式 第 ３ 号 （ 第 ２ 条 関 係 ）

年 月 日

福 島 県 知 事

開 設 者 住 所

氏 名 ㊞

法 人 に あ つ て は 、 主 た る 事 務 所 の

所 在 地 、 名 称 及 び 代 表 者 氏 名

美 容 所 開 設 届

下 記 の と お り 美 容 所 を 開 設 し た い の で 、 美 容 師 法 （ 昭 和 32年 法 律 第 163号 ） 第 11

条 第 １ 項 の 規 定 に よ り 届 け 出 ま す 。

記

美 容 所
名 称 電 話

所 在 地

開 設 者 氏 名
登録（免許証）番号 備 考

年 月 日 生 第 号

氏 名 年 月 日 生

管 理 美 容 師
住 所

登録（免許証）番号 備 考

第 号

面 積
作 業 所 消 毒 所

m2 m2

構 造 設 備 の セ ッ ト
台

概 要 用 い す

主 な

美容器具

氏 名 生 年 月 日 登録（免許証）番号 備 考

第 号

美 容 師 そ の 第 号

他 の 従 業 員 第 号

第 号

第 号

開 設 予 定

年 月 日
年 月 日

重 複 開 設
有 ・ 無

の 有 無
理 容 所 の 名 称

開設（予定）年月日 年 月 日



平成28年３月25日 金曜日 福 島 県 報 号外第22号17

───────────────────────────────────────────────────────────

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
備 考

１ こ の 届 出 書 に は 、 次 に 掲 げ る 書 類 を 添 付 す る こ と 。

⑴ 開 設 者 が 法 人 で あ る と き は 、 当 該 法 人 の 登 記 事 項 証 明 書

⑵ 構 造 設 備 の 概 要 を 明 ら か に し た 平 面 図 （ 方 位 、 作 業 所 、 待 合 所 、 消 毒 所 、

セ ッ ト 用 い す 、 縮 尺 等 を 明 示 し た も の ）

⑶ 美 容 師 の 結 核 及 び 皮 膚 疾 患 の 有 無 に 関 す る 医 師 の 診 断 書

⑷ 美 容 師 法 第 12条 の ３ 第 １ 項 に 規 定 す る 美 容 所 を 開 設 す る 場 合 に あ つ て は 、

管 理 美 容 師 が 同 条 第 ２ 項 の 規 定 に 該 当 す る こ と を 証 す る 書 類

２ 開 設 者 が 外 国 人 で あ る と き は 、 住 民 票 の 写 し （ 住 民 基 本 台 帳 法 （ 昭 和 42年 法

律 第 81号 ） 第 30条 の 45に 規 定 す る 国 籍 等 を 記 載 し た も の に 限 る 。 ） を 添 え る こ

と 。

３ 美 容 所 と 同 一 の 場 所 で 理 容 所 （ 理 容 師 法 （ 昭 和 23年 法 律 第 70号 ） 第 １ 条 の ２

第 ３ 項 に 規 定 す る 理 容 所 を い う 。 ） の 重 複 開 設 が 認 め ら れ る 場 合 は 、 全 て の 美

容 師 が 理 容 師 免 許 を 取 得 し て い る 場 合 に 限 る 。



平成28年３月25日 金曜日 福 島 県 報 号外第22号 18

───────────────────────────────────────────────────────────

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
作
成
さ
れ
て
い
る
改
正
前
の
福
島
県
美
容
師
法
施
行
細
則
に
定
め
る

様
式
に
よ
る
用
紙
は
、
所
要
の
調
整
を
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
食
品
生
活
衛
生
課
）

福
島
県
規
則
第
三
十
九
号

福
島
県
農
業
倉
庫
業
法
施
行
細
則
を
廃
止
す
る
規
則

福
島
県
農
業
倉
庫
業
法
施
行
細
則
（
昭
和
四
十
一
年
福
島
県
規
則
第
三
十
三
号
）
は
、
廃
止
す
る
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
農
業
協
同
組
合
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
法
律
（
平
成
二
十
七

年
法
律
第
六
十
三
号
。
以
下
「
改
正
法
」
と
い
う
。
）
第
六
条
の
規
定
に
よ
る
廃
止
前
の
農
業
倉
庫

業
法
（
大
正
六
年
法
律
第
十
五
号
。
以
下
「
旧
農
業
倉
庫
業
法
」
と
い
う
。
）
第
一
条
第
一
項
に
規

定
す
る
農
業
倉
庫
業
者
で
あ
る
組
合
又
は
旧
農
業
倉
庫
業
法
第
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
連
合
農

業
倉
庫
業
者
で
あ
る
農
業
協
同
組
合
連
合
会
（
以
下
「
旧
農
業
倉
庫
業
者
等
」
と
い
う
。
）
に
つ
い

て
は
、
次
に
掲
げ
る
日
の
い
ず
れ
か
早
い
日
の
前
日
ま
で
の
間
は
、
廃
止
前
の
福
島
県
農
業
倉
庫
業

法
施
行
細
則
の
規
定
は
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
。

一

旧
農
業
倉
庫
業
者
等
が
改
正
法
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
農
業
協
同
組
合
法
（
昭
和
二

十
二
年
法
律
第
百
三
十
二
号
。
以
下
「
新
農
協
法
」
と
い
う
。
）
第
十
条
第
一
項
第
八
号
の
保
管

の
事
業
を
行
う
た
め
に
必
要
な
定
款
の
変
更
に
つ
き
新
農
協
法
第
四
十
四
条
第
二
項
の
認
可
を
受

け
た
日

二

こ
の
規
則
の
施
行
の
日
か
ら
起
算
し
て
六
月
を
経
過
し
た
日

（
農
業
経
済
課
）

訓

令

福
島
県
訓
令
第
八
号

本

庁

機

関

出

先

機

関

職
員
の
駐
在
及
び
駐
在
員
の
服
務
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め

る
。

平
成
二
十
八
年
三
月
二
十
五
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

職
員
の
駐
在
及
び
駐
在
員
の
服
務
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

職
員
の
駐
在
及
び
駐
在
員
の
服
務
等
に
関
す
る
規
程
（
昭
和
三
十
八
年
福
島
県
訓
令
第
三
十
四
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
東
京
電
力
株
式
会
社
福
島
第
一
原
子
力
発
電
所
及
び
同
社
福
島
第
二
原
子
力
発
電
所
に
係
る
情

報
の
収
集
に
関
す
る
業
務
に
従
事
す
る
職
員
の
項
中
欄
中
「
双
葉
郡
楢
葉
町
大
字
北
田
字
鐘
突
堂
五
番

地
の
六
（
楢
葉
町
）
」
を
「
双
葉
郡
楢
葉
町
大
字
山
田
岡
字
仲
丸
一
番
地
七
七
（
福
島
県
楢
葉
原
子
力

災
害
対
策
セ
ン
タ
ー
）
」
に
改
め
、
同
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

福
島
県
楢
葉
原
子
力

双
葉
郡
楢
葉
町
大
字
山
田
岡
字

福
島
県
楢
葉
原
子
力
災
害
対
策
セ

災
害
対
策
セ
ン
タ
ー

仲
丸
一
番
地
七
七
（
福
島
県
楢

ン
タ
ー
の
管
理
に
関
す
る
こ
と
。

の
管
理
に
関
す
る
業

葉
原
子
力
災
害
対
策
セ
ン
タ
ー
）

務
に
従
事
す
る
職
員

別
表
原
子
力
災
害
対
策
特
別
措
置
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
五
十
六
号
）
の
規
定
に
基
づ
く
警
戒

区
域
、
計
画
的
避
難
区
域
又
は
緊
急
時
避
難
準
備
区
域
（
以
下
「
警
戒
区
域
等
」
と
い
う
。
）
が
そ
の

区
域
内
に
設
定
さ
れ
た
市
町
村
の
帰
還
及
び
復
興
の
支
援
に
関
す
る
業
務
に
従
事
す
る
職
員
の
項
中
欄

中
「
田
村
郡
三
春
町
大
字
貝
山
字
井
堀
田
二
八
七
番
地
一
」
を
「
双
葉
郡
葛
尾
村
大
字
落
合
字
落
合
一

六
番
地
」
に
改
め
、
同
表
県
南
地
方
、
相
双
地
方
及
び
い
わ
き
地
方
に
お
け
る
総
合
型
地
域
ス
ポ
ー
ツ

ク
ラ
ブ
の
創
設
、
育
成
及
び
定
着
の
支
援
に
関
す
る
業
務
に
従
事
す
る
職
員
の
項
を
削
り
、
同
表
中
間

貯
蔵
施
設
の
設
置
に
係
る
町
へ
の
支
援
及
び
関
係
機
関
と
の
調
整
に
関
す
る
業
務
に
従
事
す
る
職
員
の

項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

野
生
動
物
の
救
護
、

安
達
郡
大
玉
村
玉
井
字
長
久
保

野
生
動
物
の
救
護
、
放
射
性
物
質

放
射
性
物
質
影
響
調

六
七
番
地
（
野
生
生
物
共
生
セ

影
響
調
査
及
び
保
護
管
理
並
び
に
野

査
及
び
保
護
管
理
並

ン
タ
ー
）

生
生
物
と
の
共
生
に
係
る
環
境
教
育

び
に
野
生
生
物
と
の

に
関
す
る
こ
と
。

共
生
に
係
る
環
境
教

育
に
関
す
る
業
務
に

従
事
す
る
職
員

別
表
農
業
の
改
良
普
及
に
関
す
る
業
務
に
従
事
す
る
職
員
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

鶏
の
飼
養
管
理
並
び

郡
山
市
富
田
町
字
満
水
田
二
番

鶏
の
飼
養
管
理
並
び
に
養
鶏
施
設

に
養
鶏
施
設
等
の
維

地

等
の
維
持
管
理
及
び
移
転
に
関
す
る

持
管
理
及
び
移
転
に

こ
と
。

関
す
る
業
務
に
従
事

す
る
職
員

附

則

こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
行
政
経
営
課
）

福
島
県
訓
令
第
九
号
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本

庁

機

関

出

先

機

関

福
島
県
職
員
服
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
八
年
三
月
二
十
五
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

福
島
県
職
員
服
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

福
島
県
職
員
服
務
規
程
（
昭
和
五
十
二
年
福
島
県
訓
令
第
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
十
条
の
見
出
し
を
「
（
営
利
企
業
へ
の
従
事
等
）
」
に
改
め
、
同
条
中
「
営
利
企
業
等
に
従
事
」

を
「
営
利
企
業
へ
の
従
事
等
を
」
に
、
「
営
利
企
業
等
の
従
事
許
可
申
請
書
」
を
「
営
利
企
業
へ
の
従

事
等
許
可
申
請
書
」
に
改
め
る
。

「

主
任
主
査

「

年
月

日
相
当
職

副
課
長

第
十
二
号
様
式
中

年
月

日

を

相
当
職

副
課
長

」

年
月

日
相
当
職

」

に
改
め
る
。

第
十
五
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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第 １ ５ 号 様 式 （ 第 20条 関 係 ）

営 利 企 業 へ の 従 事 等 許 可 申 請 書

年 月 日
福 島 県 知 事 様

所 属
職 氏 名 （ 記 名 押 印 又 は 署 名 ）

１ 従 事 等 を し 名 称
よ う と す る 営
利 企 業 所 在 地

事 業 の 内 容

２ 従 事 等 を し 職 名 職 務 内 容
よ う と す る 業 と 責 任 の
務 勤 務 先 程 度

勤 務 の 態 様

収 入 額

自
従 事 等 の 期 間

至

３ 営 利 企 業 へ の 従 事 等 を 必 要 と
す る 理 由

４ 営 利 企 業 へ の 従 事 等 が 職 務 遂 年 月 日
行 に 与 え る 影 響 そ の 他 に つ い て 所 属 長 氏 名 （ 記 名 押 印 又 は 署 名 ）
の 所 属 長 の 意 見

備 考
１ 用 紙 の 大 き さ は 、 日 本 工 業 規 格 Ａ 列 ４ 番 と す る こ と 。
２ 従 事 等 を し よ う と す る 営 利 企 業 の 事 業 内 容 等 に つ い て の 関 係 書 類 を 添 付 す る
こ と 。
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

附

則

１

こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
訓
令
の
施
行
の
際
現
に
提
出
さ
れ
て
い
る
改
正
前
の
福
島
県
職
員
服
務
規
程
第
十
五
号
様
式

に
よ
る
営
利
企
業
等
の
従
事
許
可
申
請
書
は
、
改
正
後
の
福
島
県
職
員
服
務
規
程
第
十
五
号
様
式
に

よ
る
営
利
企
業
へ
の
従
事
等
許
可
申
請
書
と
み
な
す
。

（
人

事

課
）

福
島
県
訓
令
第
十
号

本

庁

機

関

出

先

機

関

福
島
県
公
文
例
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
八
年
三
月
二
十
五
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

福
島
県
公
文
例
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

福
島
県
公
文
例
規
程
（
昭
和
三
十
五
年
福
島
県
訓
令
第
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
八
条
第
二
項
の
表
備
考
二
中
「
場
合
に
お
い
て
」
の
下
に
「
、
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
・
パ
ラ
リ
ン

ピ
ッ
ク
担
当
課
長
」
を
、
「
発
信
者
名
を
」
の
下
に
「
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
・
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
担
当

課
長
、
」
を
加
え
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
文
書
法
務
課
）

福
島
県
公
安
委
員
会

福 島 県 公 安 委 員 会 及 び 福 島 県 警 察 本 部 長 が 取 り 扱 う 個 人 情 報 の 保 護 に 関 す る 規 則 の 一
部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布 す る 。

平 成 28年 ３ 月 25日
福 島 県 公 安 委 員 会 規 則 第 ３ 号

福 島 県 公 安 委 員 会 委 員 長 渋 佐 克 之
福 島 県 公 安 委 員 会 及 び 福 島 県 警 察 本 部 長 が 取 り 扱 う 個 人 情 報 の 保 護 に 関 す
る 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

福 島 県 公 安 委 員 会 及 び 福 島 県 警 察 本 部 長 が 取 り 扱 う 個 人 情 報 の 保 護 に 関 す る 規 則 （ 平
成 18年 福 島 県 公 安 委 員 会 規 則 第 ６ 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。
第 ４ 条 第 １ 号 ア 中 「 運 転 免 許 証 」 を 「 個 人 番 号 カ ー ド （ 表 面 に 限 る 。 ） 、 運 転 免 許

証 」 に 改 め 、 同 条 第 ３ 号 中 「 当 該 代 理 人 に 係 る 」 の 次 に 「 個 人 番 号 カ ー ド （ 表 面 に 限
る 。 ） 又 は 」 を 加 え る 。

「
１ 運 転 免 許 証 ２ 旅 券

様 式 第 ２ 号 中 を
３ そ の 他 （ ）

」
「

１ 個 人 番 号 カ ー ド ２ 運 転 免 許 証 ３ 旅 券
に 改 め 、 同 様 式 注 ２

４ そ の 他 （ ）
」

中 「 法 定 代 理 人 」 の 次 に 「 又 は 本 人 の 委 任 に よ る 代 理 人 （ 保 有 特 定 個 人 情 報 に 係 る 請 求
を す る 場 合 に 限 る 。 ） 」 を 加 え 、 同 様 式 注 ３ 中 「 書 類 （ 」 の 次 に 「 個 人 番 号 カ ー ド （ 表
面 に 限 る 。 ） 、 」 を 加 え 、 同 様 式 注 ５ 中 「 書 類 （ 」 の 次 に 「 個 人 番 号 カ ー ド （ 表 面 に 限
る 。 ） 又 は 」 を 加 え る 。

「
１ 運 転 免 許 証 ２ 旅 券

様 式 第 ３ 号 中 を
３ そ の 他 （ ）
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」
「

１ 個 人 番 号 カ ー ド ２ 運 転 免 許 証 ３ 旅 券
に 改 め 、 同 様 式 注 １

４ そ の 他 （ ）
」

中 「 法 定 代 理 人 」 の 次 に 「 又 は 本 人 の 委 任 に よ る 代 理 人 （ 保 有 特 定 個 人 情 報 に 係 る 請 求
を す る 場 合 に 限 る 。 ） 」 を 加 え 、 同 様 式 注 ２ 中 「 書 類 （ 」 の 次 に 「 個 人 番 号 カ ー ド （ 表
面 に 限 る 。 ） 、 」 を 加 え 、 同 様 式 注 ４ 中 「 書 類 （ 」 の 次 に 「 個 人 番 号 カ ー ド （ 表 面 に 限
る 。 ） 又 は 」 を 加 え る 。

「
１ 運 転 免 許 証 ２ 旅 券

様 式 第 ４ 号 中 を
３ そ の 他 （ ）

」
「

１ 個 人 番 号 カ ー ド ２ 運 転 免 許 証 ３ 旅 券
に 改 め 、 同 様 式 注 ２

４ そ の 他 （ ）
」

中 「 法 定 代 理 人 」 の 次 に 「 又 は 本 人 の 委 任 に よ る 代 理 人 （ 保 有 特 定 個 人 情 報 に 係 る 請 求
を す る 場 合 に 限 る 。 ） 」 を 加 え 、 同 様 式 注 ３ 中 「 書 類 （ 」 の 次 に 「 個 人 番 号 カ ー ド （ 表
面 に 限 る 。 ） 、 」 を 加 え 、 同 様 式 注 ５ 中 「 書 類 （ 」 の 次 に 「 個 人 番 号 カ ー ド （ 表 面 に 限
る 。 ） 又 は 」 を 加 え る 。
様 式 第 ５ 号 注 ２ 及 び 様 式 第 ６ 号 注 ２ 中 「 書 類 （ 」 の 次 に 「 個 人 番 号 カ ー ド （ 表 面 に 限

る 。 ） 、 」 を 加 え る 。
附 則

（ 施 行 期 日 ）
１ こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。
（ 経 過 措 置 ）

２ こ の 規 則 の 施 行 の 際 現 に 提 出 さ れ て い る 改 正 前 の 福 島 県 公 安 委 員 会 及 び 福 島 県 警 察
本 部 長 が 取 り 扱 う 個 人 情 報 の 保 護 に 関 す る 規 則 （ 以 下 「 改 正 前 の 規 則 」 と い う 。 ） 様
式 第 ２ 号 に よ る 自 己 情 報 開 示 請 求 書 、 様 式 第 ３ 号 に よ る 自 己 情 報 訂 正 請 求 書 及 び 様 式
第 ４ 号 に よ る 自 己 情 報 利 用 停 止 請 求 書 は 、 そ れ ぞ れ 改 正 後 の 福 島 県 公 安 委 員 会 及 び 福
島 県 警 察 本 部 長 が 取 り 扱 う 個 人 情 報 の 保 護 に 関 す る 規 則 様 式 第 ２ 号 に よ る 自 己 情 報 開
示 請 求 書 、 様 式 第 ３ 号 に よ る 自 己 情 報 訂 正 請 求 書 及 び 様 式 第 ４ 号 に よ る 自 己 情 報 利 用
停 止 請 求 書 と み な す 。

３ こ の 規 則 の 施 行 の 際 現 に 作 成 さ れ て い る 改 正 前 の 規 則 に 定 め る 様 式 に よ る 用 紙 は 、
当 分 の 間 、 使 用 す る こ と が で き る 。

（ 県 民 サ ー ビ ス 課 ）

───────────────────────────────────────────────────────────

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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福
島
県
監
査
委
員

福
島
県
監
査
委
員
告
示
第
二
号

福
島
県
監
査
委
員
が
取
り
扱
う
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の

よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
八
年
三
月
二
十
五
日

福
島
県
監
査
委
員

福
島
県
監
査
委
員
が
取
り
扱
う
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る

規
程

福
島
県
監
査
委
員
が
取
り
扱
う
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
規
程
（
平
成
七
年
福
島
県
監
査
委
員
告

示
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
第
一
号
ア
中
「
運
転
免
許
証
」
を
「
個
人
番
号
カ
ー
ド
、
運
転
免
許
証
」
に
改
め
、
同
条
第

三
号
中
「
当
該
代
理
人
に
係
る
」
の
下
に
「
個
人
番
号
カ
ー
ド
又
は
」
を
加
え
る
。

「

「

１
運
転
免
許
証

２
旅
券

様
式
第
二
号
中

を

３
そ
の
他

（

）

」

１
個
人
番
号
カ

ド
２

運
転
免
許
証

３
旅
券

ー

に
改
め
、
同
様
式
注
３
中
「運

４
そ
の
他

（

）

」

転
免
許
証

」
を
「個

人
番
号
カ

ド
運
転
免
許
証

」
に
改
め
、
同
様
式
注
５
中
「書

類

（
」
の
次
に

ー
、

「個
人
番
号
カ

ド
又
は

」
を
加
え
る
。

ー

「

「

１
運
転
免
許
証

２
旅
券

様
式
第
三
号
中

を

３
そ
の
他

（

）

」

１
個
人
番
号
カ

ド
２

運
転
免
許
証

３
旅
券

ー

に
改
め
、
同
様
式
注
２
中
「運

４
そ
の
他

（

）

」

転
免
許
証

」
を
「個

人
番
号
カ

ド
運
転
免
許
証

」
に
改
め
、
同
様
式
注
４
中
「書

類

（
」
の
次
に

ー
、

「個
人
番
号
カ

ド
又
は

」
を
加
え
る
。

ー

「

「

１
運
転
免
許
証

２
旅
券

様
式
第
四
号
中

を

３
そ
の
他

（

）

」

１
個
人
番
号
カ

ド
２

運
転
免
許
証

３
旅
券

ー

に
改
め
、
同
様
式
注
３
中
「運

４
そ
の
他

（

）

」

転
免
許
証

」
を
「個

人
番
号
カ

ド
運
転
免
許
証

」
に
改
め
、
同
様
式
注
５
中
「書

類

（
」
の
次
に

ー
、

「個
人
番
号
カ

ド
又
は

」
を
加
え
る
。

ー

様
式
第
五
号
注
２
及
び
様
式
第
六
号
注
２
中
「運

転
免
許
証

」
を
「個

人
番
号
カ

ド
運
転
免
許

ー
、

証

」
に
改
め
る
。

附

則

１

こ
の
規
程
は
、
平
成
二
十
八
年
三
月
二
十
五
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
程
の
施
行
の
際
現
に
提
出
さ
れ
て
い
る
改
正
前
の
福
島
県
監
査
委
員
が
取
り
扱
う
個
人
情

報
の
保
護
に
関
す
る
規
程
（
以
下
「
改
正
前
の
規
程
」
と
い
う
。
）
様
式
第
二
号
に
よ
る
自
己
情
報

開
示
請
求
書
、
改
正
前
の
規
程
様
式
第
三
号
に
よ
る
自
己
情
報
訂
正
請
求
書
及
び
改
正
前
の
規
程
様

式
第
四
号
に
よ
る
自
己
情
報
利
用
停
止
請
求
書
は
、
そ
れ
ぞ
れ
改
正
後
の
福
島
県
監
査
委
員
が
取
り

扱
う
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
規
程
（
以
下
「
改
正
後
の
規
程
」
と
い
う
。
）
様
式
第
二
号
に
よ

る
自
己
情
報
開
示
請
求
書
、
改
正
後
の
規
程
様
式
第
三
号
に
よ
る
自
己
情
報
訂
正
請
求
書
及
び
改
正

後
の
規
程
様
式
第
四
号
に
よ
る
自
己
情
報
利
用
停
止
請
求
書
と
み
な
す
。

３

こ
の
規
程
の
施
行
の
際
現
に
作
成
さ
れ
て
い
る
改
正
前
の
規
程
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
用
紙
は
、

所
要
の
調
整
を
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
監
査
総
務
課
）

福
島
県
人
事
委
員
会

福
島
県
人
事
委
員
会
が
取
り
扱
う
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ

こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
八
年
三
月
二
十
五
日

福
島
県
人
事
委
員
会

委
員
長

今

野

順

夫

福
島
県
人
事
委
員
会
規
則
第
二
十
一
号

福
島
県
人
事
委
員
会
が
取
り
扱
う
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す

る
規
則

福
島
県
人
事
委
員
会
が
取
り
扱
う
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
規
則
（
平
成
七
年
福
島
県
人
事
委
員

会
規
則
第
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
第
一
号
ア
中
「
運
転
免
許
証
」
を
「
個
人
番
号
カ
ー
ド
、
運
転
免
許
証
」
に
改
め
、
同
条
第

三
号
中
「
当
該
代
理
人
に
係
る
」
の
下
に
「
個
人
番
号
カ
ー
ド
又
は
」
を
加
え
る
。

「

「

１
運
転
免
許
証

２
旅
券

様
式
第
二
号
中

を

３
そ
の
他

（

）
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」

１
個
人
番
号
カ

ド
２

運
転
免
許
証

３
旅
券

ー

に
改
め
、
同
様
式
注
３
中
「運

４
そ
の
他

（

）

」

転
免
許
証

」
を
「個

人
番
号
カ

ド
運
転
免
許
証

」
に
改
め
、
同
様
式
注
５
中
「書

類

（
」
の
次
に

ー
、

「個
人
番
号
カ

ド
又
は

」
を
加
え
る
。

ー
「

「

１
運
転
免
許
証

２
旅
券

様
式
第
三
号
中

を

３
そ
の
他

（

）

」

１
個
人
番
号
カ

ド
２

運
転
免
許
証

３
旅
券

ー

に
改
め
、
同
様
式
注
２
中
「運

４
そ
の
他

（

）

」

転
免
許
証

」
を
「個

人
番
号
カ

ド
運
転
免
許
証

」
に
改
め
、
同
様
式
注
４
中
「書

類

（
」
の
次
に

ー
、

「個
人
番
号
カ

ド
又
は

」
を
加
え
る
。

ー

「

「

１
運
転
免
許
証

２
旅
券

様
式
第
四
号
中

を

３
そ
の
他

（

）

」

１
個
人
番
号
カ

ド
２

運
転
免
許
証

３
旅
券

ー
に
改
め
、
同
様
式
注
３
中
「運

４
そ
の
他

（

）

」

転
免
許
証

」
を
「個

人
番
号
カ

ド
運
転
免
許
証

」
に
改
め
、
同
様
式
注
５
中
「書

類

（
」
の
次
に

ー
、

「個
人
番
号
カ

ド
又
は

」
を
加
え
る
。

ー

様
式
第
五
号
注
２
及
び
様
式
第
六
号
注
２
中
「運

転
免
許
証

」
を
「個

人
番
号
カ

ド
運
転
免
許

ー
、

証

」
に
改
め
る
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
提
出
さ
れ
て
い
る
改
正
前
の
福
島
県
人
事
委
員
会
が
取
り
扱
う
個
人

情
報
の
保
護
に
関
す
る
規
則
（
以
下
「
改
正
前
の
規
則
」
と
い
う
。
）
様
式
第
二
号
に
よ
る
自
己
情

報
開
示
請
求
書
、
改
正
前
の
規
則
様
式
第
三
号
に
よ
る
自
己
情
報
訂
正
請
求
書
及
び
改
正
前
の
規
則

様
式
第
四
号
に
よ
る
自
己
情
報
利
用
停
止
請
求
書
は
、
そ
れ
ぞ
れ
改
正
後
の
福
島
県
人
事
委
員
会
が

取
り
扱
う
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
規
則
（
以
下
「
改
正
後
の
規
則
」
と
い
う
。
）
様
式
第
二
号

に
よ
る
自
己
情
報
開
示
請
求
書
、
改
正
後
の
規
則
様
式
第
三
号
に
よ
る
自
己
情
報
訂
正
請
求
書
及
び

改
正
後
の
規
則
様
式
第
四
号
に
よ
る
自
己
情
報
利
用
停
止
請
求
書
と
み
な
す
。

３

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
作
成
さ
れ
て
い
る
改
正
前
の
規
則
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
用
紙
は
、

所
要
の
調
整
を
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
総
務
審
査
課
）

職
員
の
給
与
の
支
給
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
八
年
三
月
二
十
五
日

福
島
県
人
事
委
員
会

委
員
長

今

野

順

夫

福
島
県
人
事
委
員
会
規
則
第
二
十
二
号

職
員
の
給
与
の
支
給
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

職
員
の
給
与
の
支
給
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
五
年
福
島
県
人
事
委
員
会
規
則
第
七
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
特
別
支
援
学
校
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

警
務
部
県
民
サ
ー

犯
罪
被
害
者
等
の
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
、
相
談
等
を
本
務
と
す
る
心

一

ビ
ス
課

理
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー

「
東
京
オ
リ
ン
ピ

別
表
第
二
知
事
の
事
務
部
局
の
部
本
庁
機
関
の
項
中
「
企
業
誘
致
担
当
課
長
」
を

企
業
誘
致
担
当

ッ
ク
・
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
担
当
課
長

「
原
子
力
等
立
地
地
域
振
興

に
改
め
、
同
部
出
先
機
関
の
項
中

長

」

原
子
力
等
立
地
地
域
振
興

事
務
所
長

「
ふ
た
ば
復
興
事
務
所
長

「
富
岡
土
木
事
務
所
次
長

「
富
岡
土
木
事

を

に
、

を

事
務
所
次
長
」

ふ
た
ば
復
興
事
務
所
次
長
」

ダ
ム
管
理
事
務
所
長

」

鮫
川
水
系
ダ

務
所
次
長

に
改
め
る
。

ム
管
理
事
務
所
長
」

「
次
席
（
課
長
相
当
職
の
職
に
限
る
。
）

「
次
席
（

別
表
第
二
警
察
の
部
警
察
本
部
の
項
中

を

副
隊
長
（
課
長
相
当
職
の
職
に
限
る
。
）
」

副
隊
長

警
視
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）

「
首
席
術
科
指
導
員

に
、
「
首
席
術
科
指
導
員
」
を

に
改
め
、

（
警
視
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
」

施
設
装
備
室
長

」

同
部
警
察
学
校
の
項
中
「
教
官
（
課
長
相
当
職
の
職
に
限
る
。
）
」
を
「
教
官
（
警
視
で
あ
る
も
の
に

限
る
。
）
」
に
改
め
る
。

別
表
第
五
の
一
の
表
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

福
島
県
双
葉
警
察
署
葛
尾
駐
在
所

一
級
地

別
表
第
七
行
政
職
給
料
表
の
項
中
「
主
査
相
当
職
又
は
係
長
相
当
職
及
び
主
査
相
当
職
又
は
係
長
相

当
職
よ
り
上
位
の
職
に
あ
る
」
を
「
標
準
的
な
職
が
主
査
と
な
る
職
員
及
び
標
準
的
な
職
が
主
査
と
な

る
職
員
よ
り
上
位
で
あ
る
」
に
、
「
主
査
相
当
職
又
は
係
長
相
当
職
に
あ
る
職
員
及
び
上
級
係
員
の
職

に
あ
る
職
員
」
を
「
標
準
的
な
職
が
主
査
と
な
る
職
員
及
び
標
準
的
な
職
が
上
級
係
員
と
な
る
職
員
（
指
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導
員
を
除
く
。
）
」
に
改
め
、
同
表
公
安
職
給
料
表
の
項
中
「
の
う
ち
係
長
相
当
職
及
び
主
任
の
職
に

あ
る
職
員
」
を
削
り
、
同
表
研
究
職
給
料
表
の
項
中
「
の
う
ち
研
究
主
任
相
当
職
及
び
研
究
主
任
相
当

職
よ
り
上
位
の
職
に
あ
る
職
員
」
を
削
り
、
「
研
究
主
任
相
当
職
に
あ
る
職
員
及
び
上
級
研
究
員
の
職

に
あ
る
」
を
「
標
準
的
な
職
が
主
査
と
な
る
職
員
及
び
標
準
的
な
職
が
上
級
係
員
と
な
る
」
に
改
め
、

同
表
医
療
職
給
料
表
㈡
の
項
中
「
の
う
ち
医
療
主
任
相
当
職
及
び
医
療
主
任
相
当
職
よ
り
上
位
の
職
に

あ
る
職
員
」
を
削
り
、
「
医
療
主
任
相
当
職
に
あ
る
職
員
並
び
に
上
級
医
療
係
員
の
職
に
あ
る
」
を
「
標

準
的
な
職
が
上
級
係
員
と
な
る
」
に
改
め
、
同
表
医
療
職
給
料
表
㈢
の
項
中
「
の
う
ち
看
護
師
長
相
当

職
及
び
看
護
師
長
相
当
職
よ
り
上
位
の
職
に
あ
る
職
員
」
を
削
り
、
「
看
護
師
長
相
当
職
に
あ
る
職
員

及
び
上
級
看
護
係
員
の
職
に
あ
る
」
を
「
標
準
的
な
職
が
主
査
と
な
る
職
員
及
び
標
準
的
な
職
が
上
級

係
員
と
な
る
」
に
改
め
、
同
表
備
考
１
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

１

こ
の
表
に
お
い
て
、
「
標
準
的
な
職
が
主
査
と
な
る
職
員
」
及
び
「
標
準
的
な
職
が
上
級
係

員
と
な
る
職
員
」
と
は
、
そ
れ
ぞ
れ
法
第
十
五
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
任
命
権
者
が
定

め
る
標
準
的
な
職
が
主
査
の
職
制
上
の
段
階
に
属
す
る
職
の
職
員
、
標
準
的
な
職
が
上
級
係
員

の
職
制
上
の
段
階
に
属
す
る
職
の
職
員
を
い
う
。

別
表
第
八
行
政
職
給
料
表
の
項
中
「
上
級
係
員
の
職
に
あ
る
」
を
「
標
準
的
な
職
が
上
級
係
員
と
な

る
」
に
改
め
、
同
表
公
安
職
給
料
表
の
項
中
「
四
級
の
職
員
（
係
長
相
当
職
及
び
主
任
の
職
に
あ
る
職

員
を
除
く
。
）
及
び
」
を
削
り
、
同
表
医
療
職
給
料
表
㈢
の
項
中
「
上
級
准
看
護
係
員
の
職
に
あ
る
」

を
「
標
準
的
な
職
が
上
級
係
員
と
な
る
」
に
改
め
、
同
表
備
考
１
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

１

こ
の
表
に
お
い
て
、
「
標
準
的
な
職
が
上
級
係
員
と
な
る
職
員
」
と
は
、
法
第
十
五
条
の
二

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
任
命
権
者
が
定
め
る
標
準
的
な
職
が
上
級
係
員
の
職
制
上
の
段
階
に
属

す
る
職
の
職
員
を
い
う
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
別
表
第
二
警
察
の
部
警
察
本

部
の
項
の
改
正
規
定
（
施
設
装
備
室
長
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
は
公
布
の
日
か
ら
、
別
表
第
五
の
改

正
規
定
は
平
成
二
十
八
年
三
月
二
十
八
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
採
用
給
与
課
）

福
島
県
人
事
委
員
会
告
示
第
二
号

職
務
に
専
念
す
る
義
務
を
免
除
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
を
定
め
る
件
（
平
成
二
十
一
年
福
島
県

人
事
委
員
会
告
示
第
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

平
成
二
十
八
年
三
月
二
十
五
日

福
島
県
人
事
委
員
会

委
員
長

今

野

順

夫

第
一
号
中
「
不
服
申
立
て
」
を
「
審
査
請
求
」
に
改
め
る
。

（
総
務
審
査
課
）

福
島
県
労
働
委
員
会

福
島
県
労
働
委
員
会
が
取
り
扱
う
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ

こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
八
年
三
月
二
十
五
日

福
島
県
労
働
委
員
会

福
島
県
労
働
委
員
会
規
則
第
三
号

福
島
県
労
働
委
員
会
が
取
り
扱
う
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す

る
規
則

福
島
県
労
働
委
員
会
が
取
り
扱
う
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
八
年
福
島
県
労
働
委

員
会
規
則
第
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
第
一
号
ア
中
「
運
転
免
許
証
」
を
「
個
人
番
号
カ
ー
ド
、
運
転
免
許
証
」
に
改
め
、
同
条
第

三
号
中
「
当
該
代
理
人
に
係
る
」
の
下
に
「
個
人
番
号
カ
ー
ド
又
は
」
を
加
え
る
。

「

「

１
運
転
免
許
証

２
旅
券

様
式
第
二
号
中

を

３
そ
の
他

（

）

」

１
個
人
番
号
カ

ド
２

運
転
免
許
証

３
旅
券

ー

に
改
め
、
同
様
式
注
３
中
「運

４
そ
の
他

（

）

」

転
免
許
証

」
を
「個

人
番
号
カ

ド
運
転
免
許
証

」
に
改
め
、
同
様
式
注
５
中
「書

類

（
」
の
次
に

ー
、

「個
人
番
号
カ

ド
又
は

」
を
加
え
る
。

ー

「

「

１
運
転
免
許
証

２
旅
券

様
式
第
三
号
中

を

３
そ
の
他

（

）

」

１
個
人
番
号
カ

ド
２

運
転
免
許
証

３
旅
券

ー

に
改
め
、
同
様
式
注
２
中
「運

４
そ
の
他

（

）

」

転
免
許
証

」
を
「個

人
番
号
カ

ド
運
転
免
許
証

」
に
改
め
、
同
様
式
注
４
中
「書

類

（
」
の
次
に

ー
、

「個
人
番
号
カ

ド
又
は

」
を
加
え
る
。

ー

「

「

１
運
転
免
許
証

２
旅
券

様
式
第
四
号
中

を

３
そ
の
他

（

）

」

１
個
人
番
号
カ

ド
２

運
転
免
許
証

３
旅
券

ー

に
改
め
、
同
様
式
注
３
中
「運

４
そ
の
他

（

）

」
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転
免
許
証

」
を
「個

人
番
号
カ

ド
運
転
免
許
証

」
に
改
め
、
同
様
式
注
５
中
「書

類

（
」
の
次
に

ー
、

「個
人
番
号
カ

ド
又
は

」
を
加
え
る
。

ー
様
式
第
五
号
注
２
及
び
様
式
第
六
号
注
２
中
「運

転
免
許
証

」
を
「個

人
番
号
カ

ド
運
転
免
許

ー
、

証
」
に
改
め
る
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
提
出
さ
れ
て
い
る
改
正
前
の
福
島
県
労
働
委
員
会
が
取
り
扱
う
個
人

情
報
の
保
護
に
関
す
る
規
則
（
以
下
「
改
正
前
の
規
則
」
と
い
う
。
）
様
式
第
二
号
に
よ
る
自
己
情

報
開
示
請
求
書
、
改
正
前
の
規
則
様
式
第
三
号
に
よ
る
自
己
情
報
訂
正
請
求
書
及
び
改
正
前
の
規
則

様
式
第
四
号
に
よ
る
自
己
情
報
利
用
停
止
請
求
書
は
、
そ
れ
ぞ
れ
改
正
後
の
福
島
県
労
働
委
員
会
が

取
り
扱
う
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
規
則
（
以
下
「
改
正
後
の
規
則
」
と
い
う
。
）
様
式
第
二
号

に
よ
る
自
己
情
報
開
示
請
求
書
、
改
正
後
の
規
則
様
式
第
三
号
に
よ
る
自
己
情
報
訂
正
請
求
書
及
び

改
正
後
の
規
則
様
式
第
四
号
に
よ
る
自
己
情
報
利
用
停
止
請
求
書
と
み
な
す
。

３

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
作
成
さ
れ
て
い
る
改
正
前
の
規
則
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
用
紙
は
、

所
要
の
調
整
を
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
審
査
調
整
課
）


